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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ヒートシールされた軟包装体のシール状態に問
題がないかどうかを、中に内容物が何も入っていない状
態で、比較的簡単な方法により短時間で判別できるよう
な検査方法を提供する。
【解決手段】ヒートシール部分と、ヒートシールされて
いない部分で、反射光の拡散特性が異なることを利用し
て、拡散の少ない収束光２を発するような照明光源１と
、複数台のカメラ５～７を用いて、検査物体３からの反
射光４を、カメラで撮影して、ヒートシール部は、多く
のカメラで明るく写るのに対し、非ヒートシール部は、
少ないカメラでしか明るく見えないことから、ヒートシ
ールされた部分とされていない部分を判別することがで
きる検査方法である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
平面に近い表面を有し、２箇所以上のシール部を有する軟包装体のシール部の検査装置で
あって、
前記軟包装体に拡散の少ない収束光を発するような照明光源と、
前記軟包装体からの反射光を撮像する複数台のカメラと
前記複数台のカメラのそれぞれが撮像した画像を記憶する記憶手段と、
前記記憶手段により記憶された画像に対する画像処理を行い前記軟包装体のシール部を含
めた表面状態を判定する判定手段と、
を備えることを特徴とする包装体のシール不良検査装置。
【請求項２】
平面に近い表面を有し、２箇所以上のシール部を有する軟包装体のシール部の検査装置で
あって、
前記軟包装体にある一方向に対しては拡散した光であって、
それと垂直な方向に対しては、拡散の少ない収束光となるような照明光源と、
前記軟包装体からの反射光を撮像する複数台のカメラと
前記複数台のカメラのそれぞれが撮像した画像を記憶する記憶手段と、
前記記憶手段により記憶された画像に対する画像処理を行い前記軟包装体のシール部を含
めた表面状態を判定する判定手段と、
を備えることを特徴とする包装体のシール不良検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、詰め替えパックや鮮度保持剤などの軟包装材において、その数箇所のヒート
シールが、正しく行えているかどうかを検査するための検査装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ヒートシール技術は、簡単で、きれいな接着ができることから、詰め替え用パッ
クや鮮度保持剤の袋など、軟包装のパッケージで広く用いられているが、ヒートシーラー
で熱をかけるときに、シーラー位置が若干ずれたり、シーラーの温度が少し違っていたり
して、たまにではあるが、うまくシールされない場合がある。
【０００３】
　このような場合に、内容物が漏れる場合があるが、用途として、洗剤やシャンプーなど
液体を入れて用いる場合も多く、後の始末が非常に大変になる。このため、ヒートシール
を用いた袋に対して、適切にシールが行われているかどうかを検査するための検査装置が
必要となっている。
【０００４】
　従来、このような袋で、液漏れを検査するための方法としては、例えば、特許文献１の
ような方法がしられている。しかしこの方法では中に液を充填した状態でしか検査ができ
ないため、袋を作製する工程での検査を行うことができない。
【０００５】
　また、特許文献２のような方法もあるが、この方法でも中に充填した状態でないと検査
ができないため、容器を作製する工程での検査には用いることができない。
【０００６】
　その他に、シール部分にレーザー光をあてて、その反射光の強度からシールを確認する
方法もある。しかし、この方法ではシール部分を一点ずつしか検査できないので、シール
部分全体を検査するには時間がかかるという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特開平１０－２８２０６６号公報
【特許文献２】特開平９－１８３４２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述したように、従来のヒートシール容器の検査では、中に液体などを充填した状態で
しか検査できないため、製袋工程での検査が難しいという問題があった。
また、製袋工程でも行える検査方法として、レーザー光で調べる方法も提案されてはいる
が、一点ずつの検査であるため時間がかかるという問題があった。
【０００９】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであり、中に何も入ってい
ない状態のヒートシールされた容器の、シール状態に問題がないかを、比較的簡単な方法
により短時間で判別できるような検査装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　第一の発明は、平面に近い表面を有し、２箇所以上のシール部を有する軟包装体のシー
ル部の検査装置であって、前記軟包装体に拡散の少ない収束光を発するような照明光源と
、
前記軟包装体からの反射光を撮像する複数台のカメラと前記複数台のカメラのそれぞれが
撮像した画像を記憶する記憶手段と、前記記憶手段により記憶された画像に対する画像処
理を行い前記軟包装体のシール部を含めた表面状態を判定する判定手段と、を備えること
を特徴とする包装体のシール不良検査装置である。
【００１１】
　第二の発明は、平面に近い表面を有し、２箇所以上のシール部を有する軟包装体のシー
ル部の検査装置であって、前記軟包装体にある一方向に対しては拡散した光であって、
それと垂直な方向に対しては、拡散の少ない収束光となるような照明光源と、前記軟包装
体からの反射光を撮像する複数台のカメラと前記複数台のカメラのそれぞれが撮像した画
像を記憶する記憶手段と、前記記憶手段により記憶された画像に対する画像処理を行い前
記軟包装体のシール部を含めた表面状態を判定する判定手段と、を備えることを特徴とす
る包装体のシール不良検査装置である。
【００１２】
　すなわち第一の発明は、拡散の少ない収束光を発するような照明光源と、複数台のカメ
ラと平面に近い軟包装体によって構成されており前記収束光は、前記軟包装体の位置に平
面反射板を設置したときにその反射光が、前期カメラの中で、中央位置に設置されたカメ
ラのレンズ部近辺に集光するようになっており検査物体をおいたときの、各カメラでの見
え方の違いから、シール位置を判別することを特徴とする検査装置である。
【００１３】
　すなわち第二の発明は、ある一方向に対しては拡散した光、それと垂直な方向に対して
は、拡散の少ない収束光となるような照明光源と、前記拡散の少ない方向に対して並べら
れた複数台のカメラと平面に近い軟包装体によって構成されており前記収束光が前記軟包
装体の位置に平面反射板を設置したときにその反射光が、前記カメラの中で、中央位置に
設置されたカメラのレンズ部近辺に集光するようになっており軟包装体をおいたときの、
各カメラでの見え方の違いから、シール位置を判別することを特徴とする検査装置である
。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、以下の効果を有するものである。
【００１５】
　ヒートシールされた部分は、表面が凸凹した構造となる。このため、平行光など拡散の
少ない光を入射したときに、ヒートシール部からの反射光はある程度拡がる光となる。一
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方、ヒートシールされない部分はなめらかな表面構造となっているので、この部分からの
反射光はほとんど拡がらない光となる（図３）。
【００１６】
　このため、例えば図４のように、正反射方向の近くに複数のカメラを並べて撮影すると
、ヒートシール部は、多くのカメラで明るい画像となるのに対し、シールされてない部分
は、輝度は高いが少数のカメラでしか明るい画像とならない。
【００１７】
　本発明のように収束光で照明すると、平面に近い検査物体の場合、全体の正反射光が、
ほぼ同じ位置に集まるので、この付近にカメラレンズがくるようにして撮影すると、検査
物体全体全体の画像を撮影することができる。
【００１８】
　この近辺に複数のカメラを設置したときに、ヒートシールされた部分については多くの
カメラで明るい画像として観察され、ヒートシールされていない部分は、少数のカメラか
らしか明るい画像として観察されない。このため、検査物体の全体の中で、どの部分がシ
ールされており、どの部分がシールされていないかを判別することができる。
【００１９】
　カメラによる画像の撮影は、1秒以下で行うことが可能であり、また、各カメラ画像の
中で、同じ位置に相当する部分がどの程度の明るさになっているかを比較する処理は、通
常のＰＣでも数秒程度で計算することが可能である。このため、比較的簡単な構成の検査
装置で、短時間でヒートシール部分の検査を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】第一の発明の検査装置の、一実施例を示す概要図
【図２】第二の発明の検査装置の、一実施例を示す概要図
【図３】ヒートシールされた部分とされない部分の反射光を示す概要図
【図４】カメラでの見え方の違いを示す概要図
【図５】検査する物体の一例を示す概要図
【図６】平面の物体を検査したときのカメラ画像を示す概要図
【図７】表面に若干うねりがある物体を検査したときのカメラ画像を示す概要図
【図８】本発明で用いる画像処理の一例を説明するための概要図
【図９】本発明で用いる画像処理の一例を説明するための概要図
【図１０】本発明で用いる画像処理の一例を説明するための概要図
【図１１】第二の発明の検査装置の、一実施例を別方向から見た概要図
【図１２】第二の発明の検査装置で用いる照明光源の一実施例を示す概要図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の検査装置について、図面を用いて詳細に説明する。
【００２２】
　図１は、第一の発明に記載の検査装置の、一実施例を示す概要図である。この図で、照
明光源１から発した、拡散性の少ない収束光２は、検査する物体３を照明する。
平らな検査物体の場合、検査物体３で反射された反射光４は、複数台設置されているカメ
ラ５，６，７の中で、中央に設置されているカメラ６のレンズ付近に集光する。
【００２３】
　このような系でみたとき、検査する物体３がほぼ完全な平面であれば、光沢面からの正
反射光がカメラ６のレンズに全て入るので、シールしない部分は非常に明るい画像、シー
ルした部分はそれより暗い画像として観察される。例えば、図５のような、まわりがシー
ル部分８、中央付近が非シール部分９となったものを見た場合、図６（ａ）のような画像
として観察される。
【００２４】
　検査物体がほぼ完全に平面で設置できるならば、一つのカメラでも判別が可能である。
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しかし、実際にはヒートシートされる検査物体は軟包材が多く、ほとんどの場合に表面に
若干のうねりが生じてしまう。表面にうねりがある場合、場所によって反射光の方向が少
しずつ違ってくるので、カメラ６には、例えば、図７の（ｂ）に模式的に示したような、
ムラ状の画像が観察される。この図では、２値で描いているが、実際にはグラデーション
状に明るさがかわるので、ヒートシール部と非ヒートシール部がほぼ同じ明るさになるこ
ともあり、一つのカメラ画像のみでは、シール部分の判別を行うことはできない。
【００２５】
　そこで、本発明では、複数のカメラを用いている。この場合、例えば、カメラ５，６、
７で図７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）のような画像が観察されることになる。シールされてい
ない部分に関しては、少数のカメラでしか明るい画像が観察されないのに対し、シールさ
れている部分に関しては、多数のカメラである程度明るい画像が観察さる。それで、この
ことを利用して、ヒートシール部分と非シール部分を判別する。
【００２６】
　この性質を利用して、判別を行うには、例えば、次のような処理を行えば可能である。
まず、それぞれのカメラの画像を２値化する。こうすると例えば、図７のような画像が図
８のようになる。これらの画像に関して、対応する各部分の平均輝度を求める。こうする
と、例えば、図９のような画像が得られ、ヒートシールされた部分は比較的明るい画像、
シールされていない部分は暗い画像になる。この画像を、２値化してやると、例えば、図
１０に示すように、ヒートシール部分が白、非ヒートシール部分が黒の画像になるため、
シール部分の判別を行うことができる。
【００２７】
　一方、図２は、第二の発明の記載の検査装置の一実施例を示す概要図である。また図１
１は、この検査装置を別方向から見た場合の概要図である。照明光源１０は、一方向には
拡散し、それと垂直な方向にはほとんど拡散しないで集光するような光１１を発する。
この光１１は、検査物体１２で反射されて、光が集光する方向に対して並んでいる複数の
カメラ１３，１４、１５の中央位置のカメラ１４のレンズ部近辺に集まるような、反射光
１６となる。この場合にも、前述した第一の発明の方法の検査装置と同様の原理で、シー
ル部分を簡単で、高速に判別することができる。
【００２８】
　ヒートシールの際に、シーラーの形状などによっては、一方向のみに凸凹した形状にな
っている場合がある。その場合に、シール部分からの反射光が一方向のみに反射する光に
なるので、検査物体にうねりがあるとき拡散性の少ない光では、カメラに捕らえられない
ことがあり、検査が行いにくい。
【００２９】
　第二の発明の方法では、このような場合も、凸凹の方向に対しては拡散が少なく集光し
、それと垂直な方向には拡散する光とすることで、確実にカメラで捕らえて検査を行うこ
とができるという利点がある。
【００３０】
　以下に、本発明の具体的実施例について説明する。
【実施例１】
【００３１】
　図１２に示すように、レンチキュラーレンズ１７とフレネルレンズ１８を組合せ、ＬＥ
Ｄ１９をやや離れた位置に設置して照明することにより、一方向に対しては拡散し、それ
と垂直な方向に対しては、ほとんど拡散しないで集光するような光を発する照明光源を作
製した。
【００３２】
　この照明光源を、図２、図１１の光源１０に相当する位置に設置し、検査物体１２の位
置にミラーをおいて、反射光がほぼ線状に集光している位置に、ＣＭＯＳカメラを設置し
た。また、光が線状に伸びている方向と垂直な方向に、ＣＭＯＳカメラを並べて設置して
、５台のカメラが並んでいる状態にした。
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【００３３】
　この状態で、ミラーに変えて、内容物を入れていない、シャンプーの詰め替え用容器を
検査物体１２の位置に設置して、その画像を、各カメラから撮影した。このようにして取
得した各カメラからの画像を用いて、前述したように、２値化→平均→２値化　といった
処理を施した。
【００３４】
　そうしたところ、ヒートシール部分が白く、そうでない部分が黒くなった、詰め替え用
容器の画像を得ることができ、この方法でヒートシールされた部分が判別できた。
【符号の説明】
【００３５】
１…照明光源
２…拡散の少ない収束光
３…検査物体
４…反射光
５…カメラ
６…カメラ
７…カメラ
８…ヒートシール部
９…非ヒートシール部
１０…照明光源
１１…一方向のみに拡散する収束光
１２…検査物体
１３…カメラ
１４…カメラ
１５…カメラ
１６…反射光
１７…レンチキュラーレンズ
１８…フレネルレンズ
１９…ＬＥＤ
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【図３】

【図５】

【図１０】

【図１２】
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【図７】
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【図９】
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